
いわき地域農業再生協議会からの需要量に関する情報に基づき、いわき市農業協同組合、

いわき中部農業協同組合が農業者へ配分する生産数量目標を決定しました。

農業者の皆様は、参加する生産調整方針作成者（ＪＡ）へ水稲生産実施計画書を提出ください

ますようお願いします。

なお、作付目標面積を超えて水稲を作付けした場合は、農業者戸別所得補償制度における米の

交付金を受けることができません。

平成２４年産米の生産数量目標は、

いわき市農業協同組合：１７，８１１．５１９トン です。

いわき中部農業協同組合： ２，５３８．２８９トン です。

生産者への生産数量目標配分率は、６０．０％ となります。

ただし、水田経営面積４ha 以上の生産者への配分率は、経過措置として、６３．９％ となります。

（福島県が目指す全生産者への一律配分率６３．９％と同率に設定しています。）

※生産数量目標＝全水田面積×配分率×基準単収、作付目標面積＝全水田面積×配分率

お問い合わせ先（電話番号）

○いわき地域農業再生協議会  ６８－６２３８

○いわき市農業協同組合 

・営農経済部 営農指導課 ２８-９１６５ ・担い手・集落営農支援センター ２８-９１０７ 

・第一営農経済センター ３４-３５２９ ・第二営農経済センター ３２-３０１２ 

・第三営農経済センター ８３-１１２２ ・第四営農経済センター ８５-２３３３ 

・第五営農経済センター ６２-４６７０ 

○いわき中部農業協同組合 経済部 営農課  ５６-０８０８ 

※以下の取り組みについては、生産調整の取り組みに準じて扱います。 

・主食用水稲の直播栽培については、栽培面積の１５％が作付目標面積に上乗せされます。 

・有機栽培（登録認定機関により認定された栽培）については、栽培面積の２０％が作付目標面積に上乗せされます。 

農業者の皆様へ


